
 

令和６年１２月２３日 

子ど も ・若 者 部  
 

せたがや若者フェアスタート事業(世田谷区児童養護施設退所者等支援事業)の見直しについて 

  

（付議の要旨） 

  虐待の経験があり、親族からのサポートがなく困難な状況にある若者を支援できるよう、

せたがや若者フェアスタート事業(世田谷区児童養護施設退所者等支援事業)の見直しを行う

とともに、児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金条例の一部を改正することを決定する。 

  

１ 主旨 

  区は、社会的養護が必要な子どもが夢と希望を持って、未来を切り開くための支援を社会

全体で支えるため、平成２８年度に世田谷区児童養護施設退所者等奨学基金（現在の「児童

養護施設退所者等奨学・自立支援基金（以下、退所者等基金）」）を創設し、「せたがや若者フ

ェアスタート事業」として、退所者等基金を原資とした給付型奨学金事業等を実施してきた。

この間、累計で約３億２千万円を超える寄附が寄せられており、親族からのサポートがなく

精神的にも経済的にも厳しい現実に置かれている、児童養護施設退所者等の退所後の安定し

た生活基盤と社会的自立を支えてきた。 

一方、令和４年改正児童福祉法においては、社会的養護を経験していない若者への支援の

強化が盛り込まれるとともに、いちど自立したものの、その後困難な状況に陥った若者を再

度支援できるよう、新たな支援の枠組みが広がっている。 

児童養護施設等を退所した若者だけでなく、虐待等の逆境的体験がありながら、厳しい状

況の中で生活し、親族からのサポートがなく困難を抱えている若者を支援するため、寄附者

の意向も踏まえながら、基金のさらなる有効活用を図り、事業の見直しを行う。 

 

２ これまでの見直し状況と事業概要 

（１）これまでの見直し状況 

時期 事象 主な内容 

平成２８年 世田谷区児童養護施設退

所者等奨学基金設置 
給付型奨学金事業に活用 

令和２年 
 

コロナ緊急対応として、給付型奨学金の給付額上

限 36 万円を撤廃 

令和３-４年  児童養護施設退所者等支援事業検討会の実施 

令和４年 
 

・給付型奨学金の上限を 50 万円に設定 

・年齢要件を 23 歳未満から 30 歳未満に拡充 

令和５年 児童養護施設退所者等奨

学・自立支援基金に改正 

・給付型奨学金の対象者を拡充 

・資格等取得支援、家賃支援を開始 
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（２）事業概要【基金活用事業】 

 ①給付型奨学金 ②資格等取得支援 ③家賃支援 

内容 

・学費（上限 50 万円） 

・教材費・通学交通費(実費) 

・PC購入費（上限 10万円） 

・普通自動車第一種運転免

許(上限 30万円) 

・その他資格(上限 10万円) 

※就職に役立つことが要件 

家賃補助(上限月額３万円) 

※進学者は修学年限、就職者

は 2 年間が対象（退所後 2 年

以内または在学中） 

対象者 

・区内の児童養護施設等を退所した者（①②は入所中含む） 

・区児相が措置して区外の児童養護施設等を退所した者（①②は入所中含む） 

・退所等が義務教育終了以降で、18 歳到達時点で児童相談所もしくは子ども家庭支援セン 

ター等の支援を受けていた者 

※いずれの場合も親族からの経済的援助を受けることができず、出身施設等からの推薦を 

受けられること 

※①③は 30 歳未満、②は 39 歳以下が対象 

5 年度実績 23 人（7,856,591 円） 4 人（591,116 円） 12 人（3,890,000 円） 

※その他、せたエール（相談支援事業）、住宅支援事業、居場所・地域交流支援事業を実施。 

 

３ 見直しの背景と課題 

・区では、これまで子ども家庭支援センターと児童相談所の一元的な運用を大きな柱として、

地域の支援を最大限に活用しながら、家庭養育優先原則にもとづき、子どもが家庭において

健やかに養育されるよう、親子関係再構築に向けた支援に取り組んできた。個々の事例を丁

寧に検討し、子どもや保護者の困り感に寄り添い、保護者とも話し合いながら子どもの福祉

と権利の保障に努めた結果、施設等に措置される子どもの数が減少し、在宅事例の増加につ

ながっている。 

 しかし、在宅支援を利用しながら家庭で生活している子どもも、虐待による心の傷を抱え、

親子関係や対人関係、社会への適応等に悩み、大人になってからも被虐待経験に起因する生

きづらさや心身の不調等を抱えている者等がいる。中には、環境の変化等により親子関係が

回復しなかった者や複合的な課題を抱えた家庭環境の中で生活し、親に相談や経済的援助を

求めることができず、こうした若者は、１８歳まで施設にいた退所者が享受できる様々な公

的支援を受けることが出来ず、さらに厳しい状況に置かれている実態がある。 

虐待等の逆境的体験があり、親を頼ることができない若者が、置かれた環境や境遇の違いの

みで、自身の将来が狭まることのないよう、必要な支援を受け、やりたいことに挑戦できる

フェアな社会の中で、仲間と支え合いながら夢と希望を持って未来を切り開いていけるよう、

現在の対象である「１８歳以降に施設等を退所した若者」以外にも対象を広げる必要がある。 
 

・せたがや若者フェアスタート事業の給付型奨学金の受給者のうち、約２５％が中途退学して

おり、心身の不調により休学している学生も少なくない。また、利用者アンケート結果（令

和６年１０月）によると、現在の心身の状況について、「通院している」「通院等はしていな

いが体調が悪い」の割合が４０％、過去１年以内に、健康上の理由で仕事や学校を休んだり、

家事などの日常生活が送れなくなった割合が６割を超えている実態があり、被虐待経験によ

り抱えるトラウマ等の心理的課題に向き合い、安定した生活ができるよう支援する必要があ

る。 
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・大学１年生（１８歳）で、実親の元から通学 

・小６の時に被虐待経験があり、児童養護施設に入所、高校２年生の時に家庭復帰 

・今現在も親子関係回復していない 

・親が困窮しており（生保は未受給）、 学費は出さない（親を頼れない）と言っている 

・アルバイト掛持ちで、自身で生計を維持している 

・親を頼れない若者は、住宅を賃借する際、親族による保証人を得られにくいという困難があ

るが、近年、連帯保証人ではなく保証会社を必須とする物件が増えてきており（賃貸住宅に

おける家賃債務保証業者の利用率８割※）、以前より家を借りやすくなってきているものの、

保証料についての経済的負担が大きくなってきている。 

  ※【出典】家賃債務保証業者の登録制度に関する実態調査（令和３年度） 

 

４ 見直し内容  

  こうした課題に対応するため、退所者等基金が条例に対象と使途を明記していること、ま

た趣旨に共感いただき全国から多額の寄附を受けていることを踏まえた上で、対象者及び使

途を拡充する。（別紙１「せたがや若者フェアスタート事業の全体像」のとおり） 

 

（１）対象者の拡充 

以下の①～③のいずれかに該当する者を新たに対象に加える。 併せて、これまでの対象で 

あった「退所等が義務教育終了以降で、１８歳到達時点で児童相談所もしくは子ども家庭支 

援センター等の支援を受けていた者」を廃止する。 
 

①区児相が一時保護して中学校卒業以降に家庭復帰した者    

②中学校卒業以降に、措置を解除され家庭復帰した者（区児相措置又は区内施設等出身者） 

③虐待を受けた経験があり、中学校卒業以降に区の児相又は子家センの支援を受けていた者   
 
 

【給付要件】 

・親族によるサポート（精神的・経済的）を受けることができず、自らの収入によって生計

を維持していること 

・現在、困難を抱えていること ※収入状況・健康状況より判断 

・入所していた施設の長、児童相談所長、支援機関等の推薦を受けられること（受けられな

い場合は、状況の聴きとり） 

・せたエールのアフターケアを受けながら生活の基盤を安定させる意思があること 

・（年齢）奨学金・家賃支援は３０歳未満、資格等取得支援は３９歳以下 
 

 
【参考（想定される奨学金受給者の人物像の一例）】 

 

   

 

 

 

 
 

＜概算経費 ※対象者拡充に伴う増額分＞ 

歳出 ２３,１６０千円 

（想定対象者数①16名②12名③65名×申請率 65％程度×386千円（5年度平均給付額）） 

歳入 ２３,１６０千円（基金繰入金） 
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（２）メニューの拡充（安定した生活基盤 及び 学びの機会の保障のための支援） 

①医療費支援【新規】 

・内  容：医療費にかかる経費の一部を助成。 

・助 成 額：年額上限３６,０００円  

・対象期間：３９歳以下で、進学者は修学年限、就職者は２年間が対象 

＜概算経費＞ 

歳出 １,３３２千円（３６千円×想定対象者数３７名） 

歳入 １,３３２千円（基金繰入金） 

 

②家賃支援【拡充】 

・拡充内容①：一度自立したものの、その後困難に直面した者への支援を行うため、過去に

給付を受けた場合も、疾病等のため就労またはこれらに向けた活動を行う

ことができない等、やむを得ない事情がある場合は２年間を限度に追加給

付を行う。 

・拡充内容②：措置解除者等が、民間賃貸住宅に入居する際、保証会社に支払う家賃等の 

債務保証制度の保証料の一部を助成。 

＊助成額：実費額（契約時保証料：上限２万円）  

＜概算経費＞ 

歳出 １,３６０千円 

（①３０千円×１２カ月×想定対象者数２名＋②２０千円×想定対象者数３２名） 

歳入 １,３６０千円（基金繰入金） 

 

③資格等取得支援【拡充】 

・拡充内容：学び直しの支援を行うため、高等学校卒業程度認定試験を対象とする。 

・助成額：実費額（上限３０万円） 

＜概算経費＞ 

歳出 ３００千円（３００千円×想定対象者数 1 名） 

歳入 ３００千円（基金繰入金） 

 

（３）社会的養護経験者等への支援の体制強化 

①せたエール（社会的養護自立支援拠点事業※）の支援の充実 

せたがや若者フェアスタート事業の対象者拡充に伴い、経済的支援をきっかけとし、こ 

れまで支援につながっていなかった若者の掘り起こしを行い、せたエールにおいて課題を 

整理し、必要な支援につなぐとともに定期的な見守りによる、伴走型の支援の充実を図る。 

 

＜充実内容＞ 

・アウトリーチ支援の充実 

・社会的自立や安定した生活支援のためのセミナー・イベント等の充実 

・生活援助物資等をアウトリーチ型で配付すること等により、脆弱な生活基盤を支えると 

ともに、困りごとを早期に把握し支援につなげる（８年度以降実施予定） 
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※【国事業】社会的養護経験者等の孤立を防ぎ、社会的養護経験者等を必要な支援に適切につなぐため、相互

の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機

関との連絡調整を行う。 

 

  ②社会的養護自立支援協議会による連携強化 

   令和４年改正児童福祉法により、新たに位置づけられた社会的養護自立支援協議会を令

和７年度より設置し、自立支援に関する課題や情報共有、ニーズの把握及び本事業の検証

等を行う。併せて、日頃から顔が見える関係づくりを行い、目指すべき体制について共通

認識をもち円滑な支援ができる連携体制を整備する。 

 

５ 今後の展開 

 見直しによる影響見込額を＋約２６,１５２千円（年度あたり）とし、今後の実施状況や社

会情勢、国・都・民間の施策、社会的需要等を鑑み、社会的養護自立支援協議会において本

事業の検証を行い、段階的な拡充や事業の見直し等、適切な運用のあり方について検討を行

う。 

 

６ 基金 及び 事業の周知 

  これまでの寄附者に対し、見直し内容の周知を行うとともに、インターネット等を効果的

に活用し広く周知を行う。利用者に対しては、区報、区ＨＰやせたエールＳＮＳ、児童相談

所・子ども家庭支援センター・児童養護施設等の支援機関を通じて丁寧な周知を行う。 

 

７ 条例改正について 

  児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金条例の対象に「一時保護解除者」及び「虐待を

受けた経験があり、児童相談所または子ども家庭支援センター支援を受けていた者」の規定

を加えるための改正を行う。（別紙２「新旧対照表」のとおり）  

  

８ 今後のスケジュール（予定） 

令和７年 ２月 子ども・若者施策推進特別委員会(見直し内容、条例改正) 

   区議会第一回定例会（条例案の提案）  

３月 事業周知開始 

       ４月 条例施行、事業実施 
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～ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ～ 25 30 ～ 40

～ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ～ 25 30 ～ 40

対象

〇一時保護、施設入所等の経験があり、

中学卒業以降に家庭復帰した者

〇保護経験はないが中学卒業以降、児

相や子家センの支援を受けていた者

　　　　　　　　　　　かつ

親からのサポートがなく、現在困難な状

況にある者

児童養護施設や里親家庭等のもとを巣

立った者（18歳以降措置解除者）

親子関係修復 ・保護者支援 在宅支援・学習支援等

中学生 高校生世代 18歳以降

退所後

⑤退所者のための住宅支援（シェアハウス）

大学卒業以降～

家庭復帰

措置解除

先輩の話

を聞く会

自立に向けた準備

セミナーの

実施

仕事体験

の実施

入所中からの自立支援

⑦せたエール（相談支援事業）

基金①給付型奨学金

④医療費補助新規

③家賃支援

②資格等取得支援

普通自動車第一種免許 高校卒業認定試験その他資格 拡充国補助

都補助

⑥退所者のための地域の居場所事業（区内2か所）
都補助

拡充

措置延長

保護経験はないが、中学卒業以降、児相や

子家センの支援を受けていた者含む

せたがや若者フェアスタート事業（①～⑦）

親子関係修復 ・ 保護者支援

学習支援等（措置費）

【別紙１】せたがや若者フェアスタート事業の全体像

支援計

画の作成

相談・居場所事業 （支援対象者：社会的養護経験者等）

家賃補助 保証料補助拡充

再受給可

拡充

6



1/3 

世田谷区児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○世田谷区児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金条例 ○世田谷区児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金条例 

平成28年３月８日条例第15号 平成28年３月８日条例第15号 

改正 改正 

平成28年12月９日条例第68号 平成28年12月９日条例第68号 

令和４年12月９日条例第59号 

令和７年３月 日条例第 号 

令和４年12月９日条例第59号 

世田谷区児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金条例 世田谷区児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金条例 

（設置の目的） （設置の目的） 

第１条 次に掲げる者の社会的自立に向け、区がこれらの者に対し、

大学等への進学後の学費並びに就労に係る技能の習得及び生活の安

定のために必要となる費用の助成を行う資金とするため、世田谷区

児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金（以下「基金」という。）

を設置する。 

第１条 次に掲げる者の社会的自立に向け、区がこれらの者に対し、

大学等への進学後の学費並びに就労に係る技能の習得及び生活の安

定のために必要となる費用の助成を行う資金とするため、世田谷区

児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金（以下「基金」という。）

を設置する。 

(１) 児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第

41条に規定する児童養護施設又は法第44条に規定する児童自立支

援施設を退所した者（法第31条第２項の規定によりこれらの施設

に引き続き入所している者を含む。） 

(１) 児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第

41条に規定する児童養護施設又は法第44条に規定する児童自立支

援施設を退所した者（法第31条第２項の規定によりこれらの施設

に引き続き入所している者を含む。） 

(２) 法第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童養育事業を

行う者又は法第６条の４に規定する里親（以下「里親等」という。）

への委託の措置を解除された者（法第31条第２項の規定により里

親等に引き続き委託されている者を含む。） 

(２) 法第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童養育事業を

行う者又は法第６条の４に規定する里親（以下「里親等」という。）

への委託の措置を解除された者（法第31条第２項の規定により里

親等に引き続き委託されている者を含む。） 

(３) 法第６条の３第１項に規定する児童自立生活援助を受けてい

る者又はその実施を解除された者 

 

（４） 法第33条第１項又は第２項に規定する一時保護を解除された 

  者 

(３) 自立援助ホーム（法第６条の３第１項に規定する児童自立生

活援助事業を行う施設をいう。）に入所している者又は退所した

者 
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改正後 改正前 

（５）児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）第２条

に規定する児童虐待を受け、児童相談所又は子ども家庭支援セン

ターの支援を受けていた者 

(６) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めた者 (４) 前３号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めた者 

（積立て） （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、予算の範囲内で区長が定める。 第２条 基金として積み立てる額は、予算の範囲内で区長が定める。 

（管理） （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ

有利な方法により保管しなければならない。 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ

有利な方法により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券

に換えることができる。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券

に換えることができる。 

（運用益金の処理） （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、世田谷区一般会計歳入歳出予

算に計上して、基金に編入するものとする。 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、世田谷区一般会計歳入歳出予

算に計上して、基金に編入するものとする。 

（繰替運用） （繰替運用） 

第５条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの

方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り

替えて運用することができる。 

第５条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの

方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り

替えて運用することができる。 

（一部処分） （一部処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する目的に必要な場合、その一部を処

分することができる。 

第６条 基金は、第１条に規定する目的に必要な場合、その一部を処

分することができる。 

（委任） （委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

附 則 附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年12月９日条例第68号） 附 則（平成28年12月９日条例第68号） 

この条例は、平成29年４月１日から施行する。 この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年12月９日条例第59号） 附 則（令和４年12月９日条例第59号） 
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改正後 改正前 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則（令和７年３月 日条例第 号） 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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